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第９期守山市高齢者福祉計画・介護保険事業計画の骨子について（案） 
 

１ 策定の趣旨・目的 

  守山いきいきプラン（高齢者福祉計画、介護保険事業計画）は、本市が目指すべ

き高齢者福祉の基本的な方針を定め、地域における保健・福祉サービスの推進や、

介護保険制度の円滑な実施・運営を通じて、高齢者がいきいきと暮らすことができ

るまちづくりを推進することを目的に策定するものです。 

  第９期計画では、医療・介護双方のニーズを有する高齢者や、認知症・困窮・孤

立等複合的な課題を抱える高齢者の増加が見込まれることから、医療、介護、住ま

い、生活支援、介護予防が一体的に提供される「地域包括ケアシステム」をさらに

深化・推進してまいります。 

 

２ 計画の期間 

  令和６年度から令和８年度まで（３年間） 

 

３ これまでの取組（次期計画策定） 

第８期守山いきいきプランの取組評価については、各種事業およびアンケート結

果における成果と課題の検証・評価等をとりまとめ、有識者、医療・介護サービス

事業者等で構成する協議会において、次期計画の方向性について議論してまいりま

した。 

(1) 介護保険運営協議会（15 人）、地域包括支援センター運営協議会（10 人） 

（医療・介護サービスの基盤体制、相談支援体制の充実、介護施設の整備等の協議） 

 ア 委員構成 

   学識経験者、被保険者代表者、介護サービス事業者代表者、公益代表者 

 イ 協議会開催 

項目 年度 内容 

介護運協 令和４年度 

 

・現計画の状況把握・課題整理（ニーズ等調査） 

・次期計画策定に向けた課題整理 

令和５年度 

 

・次期計画の方向性の検討 

・保険料の検討 

包括運協 令和４年度 

 

・現運営体制の状況把握･課題整理(利用者等調査） 

・令和６年度からの次期委託内容の検討 

令和５年度 

 

・機能強化に向けた業務内容の検討 

・健康づくり、介護予防、認知症施策の強化策 
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(2) 地域ケア会議（個別・推進）、在宅医療介護連携推進会議 

（個別事例から共通する地域課題の検討や在宅療養・看取りを支える施策を検討） 

 ア 委員構成 

(ｱ) 地域ケア会議（個別会議５人、推進会議 15 人） 

学識経験者、医療・介護サービス事業者、公益団体代表者等 

(ｲ) 在宅医療介護連携推進協議会 15 人 

学識経験者、医療・介護サービス事業者、家族の会代表者等 

 イ 協議会開催 

項目 年度 内容 

地域ケア 令和４年度 ・個別事例から市の地域課題を抽出 

・必要な施策の検討 

令和５年度 ・    〃    

在宅医療 令和４年度 ・在宅医療・介護連携の推進 

・エンディングノート改正等 

令和５年度 ・    〃  （ACP：人生会議周知） 

 

(3) 今後の方向性 

ア いきいきとした高齢者の増 

高齢者の健康寿命の延伸や介護予防の取組の強化など、将来を見据えた持

続可能な介護保険制度の運営を目指す必要がある。 

 

イ 地域包括支援センターの機能強化・認知症対策の強化・地域づくりの推進 

今後、高齢化の進展に伴い増加する認知症高齢者への支援や、孤立・困窮

等複合的な課題を抱える高齢者の増加に対応できる支援体制の強化が必要で

ある。 

また、地域共生社会の実現を目指した生活支援体制の整備および、高齢者

を支える生活環境の整備に取り組む必要がある。 

 

ウ 介護サービスの充実および在宅生活への支援、介護人材の確保等 

高齢者が要介護状態等になった場合に、安心して自宅で療養できる医療・

介護サービスの安定的な提供体制の確保や、高齢者が住み慣れた地域で安心

して生活を続けられるよう、高齢者福祉サービス等の充実が必要である。 

また、少子高齢化の進展等、生産年齢人口の減による介護人材の不足につ

いて、介護現場の負担軽減、介護人材の定着等の検討が必要である。 
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４ 基本理念 

 

 

 

 

第３期計画から継承されている現在の基本理念には、住民や介護サービス事業者

等の民間事業者を含めた地域における支えあいの促進や、高齢者が生きがいを持ち、

自分らしくいきいきと生活できる地域づくりが重要であるとの思いが込められてい

ます。 

第９期計画においても、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で自分らしい暮らし

を続けることができるよう、上記を基本理念とします。 

 

５ 基本目標 

 

 

 

 

 

 

  高齢者を取り巻く現状を踏まえ、基本理念の実現に向けて、地域の実情に応じた地

域包括ケアシステムの深化・推進を図るため、2025 年を計画期間に含む第９期計画

においても、上記基本目標を基に施策を展開してまいります。 

 

６ 施策体系 

基本理念の実現に向け、次のような施策体系に基づき、施策・事業に取り組みます。 

特に、今まで「地域共生社会の実現に向けた支え合いの地域づくり」として整理し

ていた「移動支援」は、高齢者の生活の質の向上に関わるものであることから、「生

活環境の整備」としてまとめ、「高齢者の住まいづくり」とあわせて取組の充実を図

ってまいります。 

また、今後さらなる高齢化が見込まれる中、介護人材の確保に加え、職員の介護職

場への定着を図る必要があるため、「介護人材の確保・育成」に「定着」を追記いた

します。 

 

 

 

 

 

みんなでつくる、生涯いきいきと暮らせるまち 守山  

【第９期計画】 

Ⅰ 健康寿命の延伸と元気力アップへの“いきいき”活動の推進  

Ⅱ みんなで支え合う地域共生社会の実現と地域包括ケアシステムの深化・推進  

Ⅲ 高齢者と家族を支える介護体制の充実  



4 
 

 

 

み
ん
な
で
つ
く
る
、
生
涯
い
き
い
き
と
暮
ら
せ
る
ま
ち 

守
山 

 

基本目標１  

健康長寿の延伸と  

元気力アップへの  

“いきいき”活動の推進  

  
１．積極的な健康づくり  

   
    
   

２．みんなで取り組み、誰もが  

参加しやすい介護予防の推進  
   

    

   
３．生きがいのある暮らしへの支援  

   
     

 

基本目標２  

みんなで支え合う  

地域共生社会の実現と  

地域包括ケアシステム

の深化・推進  

  
１．地域包括支援センターの機能強化  

   
    

   
２．在宅医療と介護の連携強化  

   
    

   
３．高齢者の尊厳の保持  

   
     
   ４．地域全体で取り組む認知症対策の  

充実（「共生」「予防」）     
    

   ５．地域共生社会の実現に向けた  
支え合いの地域づくり     

    

   ６．高齢者の住まいと生活環境の  
整備の充実     

     

 

基本目標３  

高齢者と家族を支える  

介護体制の充実  

  １．介護サービスの充実と  
在宅生活への支援     

    

   
２．介護人材の確保・育成・定着  

   
    

 

   
３．身近な情報提供・相談体制の充実  

   
    

   
４．介護保険制度の適正・円滑な運営     

    

   
５．災害・感染症対策に係る体制整備  

   

 

※ ★は重点的な取り組み 

※ 下線部は第８期計画からの変更点 

 

 

 

 

基本目標  基本理念  基本施策  

★  

★  

★  

★  

★  

★  
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７ 日常生活圏域 

介護保険事業計画においては、地理的条件、人口、交通事業その他の社会的条件、

介護給付等対象サービスを提供するための施設の整備の状況等を総合的に勘案して、

日常生活圏域を定めることとされています。 

本市においては、高齢者が住み慣れた地域で生活ができるよう、地域包括ケアシス

テムを推進するため、第６期介護保険事業計画において、日常生活圏域を南部、中部、

北部の３圏域とし、順次、地域包括支援センターを設置し、身近な場所での相談支援

体制を構築してまいりました。 

第９期計画においても、引き続き、日常生活圏域を３圏域として、取組を進めてま

いります。 

 

項 目 

圏 域 

全 市 南 部 中 部 北 部 

守山・小津 吉身・玉津 河西・速野・中洲 

人 口 
33,604 人 22,036 人 30,035 人 85,675 人 

33,864 人 22,142 人 30,322 人 86,328 人 

高齢者数 
6,477 人 5,037 人 7,491 人 19,005 人 

6,622 人 5,090 人 7,632 人 19,344 人 

高齢化率 
19.3％ 22.9％ 25.0％ 22.2％ 

19.6％ 23.0％ 25.2％ 22.4％ 

（上段：令和５年３月末時点実績 下段：第８期計画における 2025 年の推計） 

 

８ 策定スケジュール 

令和５年度 内 容 

５月 
アンケート調査結果の報告、第８期計画の検証、 

第９期計画の方向性（案）の検討 

７月 計画骨子（案）の検討 

10 月 計画素案の検討、介護保険事業の現状分析、今後の見込みの検討 

11 月 計画案の検討、介護保険料の検討 

１月 パブリックコメントの実施 

２月 
パブリックコメント結果報告、計画案の承認、 

介護保険料（案）の承認 

 


